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平
成　

年
度
の
市
民
税
・
都

１８

民
税
の
申
告
期
間
は
、
２
月　
１６

日
（
木
）
か
ら
３
月　

日
（
水
）

１５

ま
で
で
す
。
３
月
に
入
る
と
受

付
会
場
が
混
雑
し
ま
す
の
で
、

早
め
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

と　

き　

▽
月
曜
〜
金
曜
日　

午
前
８
時　

分
〜　

時　

分
、

３０

１１

３０

午
後
１
時
〜
４
時　

分
３０

▽
２
月　

日
、
３
月
４
日
の
土

１８

曜
日　

午
前
８
時　

分
〜　

時

３０

１１

　

分
３０

く
だ
さ
い
。

　

税
務
課
で
は
、
次
の
日
程

で
、
土
曜
日
に
、
平
成　

年
度

１８

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
書
作

成
の
相
談
お
よ
び
申
告
書
の
受

付
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
当
日
は
給
与
収
入
、

年
金
収
入
の
簡
易
な
所
得
税
還

と
こ
ろ　

市
役

所
２
階
２
０
１

会
議
室

※
申
告
書
は
郵

送
な
ど
で
も
受

け
付
け
て
い
ま

す
。

※
所
得
税
の
納

税
が
必
要
な
確

定
申
告
を
す
る

方
、
確
定
申
告

書
を
提
出
す
れ

ば
所
得
税
が
戻

る
還
付
申
告
を

す
る
方
は
、
税

務
署
に
ご
相
談

付
申
告
書
記
入
の
相
談
、
申
告

書
受
付
も
行
い
ま
す
。
申
告
に

必
要
な
書
類
は
、
事
前
に
準
備

し
て
く
だ
さ
い
。

日　

程　

２
月　

日
、
３
月
４

１８

日
の
土
曜
日　

午
前
８
時　

分
３０

〜　

時　

分
…
市
役
所
２
階
２

１１

３０

０
１
会
議
室

※
こ
の
２
日
間
以
外
の
土
曜
窓

口
で
は
、
取
り
扱
い
ま
せ
ん
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
２

 　

教
育
委
員
会
の
諮
問
機
関
と

し
て
、
社
会
教
育
に
関
す
る
こ

と
を
調
査
・
研
究
、
審
議
す
る

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格　

次
の
す
べ
て
に
当

て
は
ま
る
方

▽
市
内
在
住
の　

歳
以
上
の
方

２０

▽
社
会
教
育
に
か
か
わ
り
が
あ

っ
た
方
ま
た
は
現
在
か
か
わ
っ

て
い
る
方
で
、
深
い
関
心
の
あ

る
方

▽
年
７
回
、
平
日
の
午
前
（
予

定
）
に
開
催
す
る
定
例
会
議
と

各
種
研
修
会
な
ど
に
出
席
で
き

る
方

※
他
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委

員
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

小
平
市
社
会
教
育

委

員

を

募

集

募
集
人
数　

４
人

任　

期　

平
成　

年
４
月
１
日

１８

か
ら
平
成　

年
３
月　

日
ま
で

２０

３１

報　

酬　

１
万
２
千
円（
日
額
）

申
込
み　

２
月　

日
（
火
）
ま

２８

で
に
、「
こ
れ
か
ら
の
社
会
教

育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
思
う
こ

と
」を
テ
ー
マ
に
し
た
作
文（
８

百
字
程
度
）
に
、
住
所
、
氏
名
、

性
別
、
電
話
番
号
を
記
入
の
う

え
、
問
合
せ
先
へ
（
送
付
、
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
、電
子
メ
ー
ル
可
）

※
委
員
に
つ
い
て
は
、
選
考
委

員
会
で
決
定
し
、
結
果
を
全
員

に
通
知
し
ま
す
。

※
応
募
書
類
の
著
作
権
は
、
小

平
市
教
育
委
員
会
に
帰
属
し
、

返
却
し
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

生
涯
学
習
推
進
課

（
〒　

�
８
７
０
１　
 
小
平
市

１８７

役
所
）
�　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

７
４
、
�　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

７
８
、
電
子
メ
ー
ルsyogai-
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情
報
公
開
お
よ
び
個
人
情
報

保
護
の
２
つ
の
制
度
に
つ
い
て

意
見
を
伺
い
、
ま
た
、
諮
問
事

項
が
生
じ
た
場
合
に
審
議
を
し

て
い
た
だ
く
た
め
、
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

応
募
資
格　

市
内
在
住
・
在
勤

の
方

※
他
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委

員
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　

４
人

任　

期　

平
成　

年
４
月
１
日

１８

か
ら
平
成　

年
３
月　

日
ま
で

２０

３１

※
審
議
会
は
年
２
回
程
度
、
平

小
平
市
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
審
議
会

委

員

を

募

集

　

平
成　

年　

月　

日
に

１７

１１

２２

小
平
市
へ
転
入
し
ま
し

た
。
平
成　

年
度
の
市
民
税
・

１８

都
民
税
は
ど
こ
へ
申
告
す
れ
ば

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

平
成　

年
度
の
市
民 

１８

税
・
都
民
税
は
、
今
年
の

１
月
１
日
に
住
ん
で
い
た
市
区

町
村
が
課
税
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
小
平
市
へ
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
今
年
の
１
月
２
日
以

降
に
転
入
し
た
方
は
、
前
住
所

地
に
申
告
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。　

昨
年
中
は
収
入
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
申
告
の

必
要
は
あ
り
ま
す
か
。

　

申
告
書
の
届
い
た
方
が

申
告
を
し
な
い
と
、
国
民

健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
の
判

定
や
、
都
営
住
宅
の
収
入
報
告

に
添
付
す
る
非
課
税
証
明
書
の

発
行
な
ど
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い

ま
す
が
、
税
の
う
え
で
、

ど
の
程
度
の
収
入
ま
で
な
ら
、

扶
養
に
入
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

平
成　

年
中
の
給
与
収

１７

入
が
百
３
万
円
（
給
与
所

得
に
換
算
す
る
と　

万
円
）
ま

３８

で
な
ら
ば
扶
養
に
入
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
所

得
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
市
民
税
・
都
民
税
は
給
与

収
入
が
百
万
円
を
超
え
る
と
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
給
与

以
外
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
合

計
所
得
金
額
が　

万
円
以
下
で

３８

あ
れ
ば
、
扶
養
に
入
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

単
身
赴
任
中
の
夫
の
扶

養
家
族
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

は
必
要
で
す
か
。

　

単
身
赴
任
し
て
い
る
夫

の
給
与
支
払
報
告
書
な
ど

は
、
小
平
市
へ
送
ら
れ
て
来
な

い
た
め
、
あ
な
た
が
扶
養
に
入

っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
お
手
数
で

す
が
、
あ
な
た
を
扶
養
し
て
い

る
方
の
住
所
・
氏
名
な
ど
を
記

入
し
た
市
民
税
・
都
民
税
の
申

告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成　

年
度
の
市
民 

１８

税
・
都
民
税
の
主
な
改
正

点
は
何
で
す
か
。

　

�　

歳
以
上
の
方
で
、

６５

合
計
所
得
金
額
（
給
与
所

得
、
事
業
所
得
、
退
職
所
得
な

ど
を
合
計
し
た
金
額
）
が
１
千

万
円
以
下
の
方
が
受
け
ら
れ
た

老
年
者
控
除
（　

万
円
、
所
得

４８

税
で
は　

万
円
）
が
廃
止
さ
れ

５０

ま
す

�　

歳
以
上
で
、
前
年
の
合
計

６５
所
得
金
額
が
百　

万
円
以
下
の

２５

方
に
適
用
さ
れ
て
い
た
非
課
税

措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
平
成　

年
１
月
１
日
現
在

１７

で　

歳
に
達
し
て
い
た
方
（
昭

６５
和　

年
１
月
２
日
以
前
に
生
ま

１５
れ
た
方
）
で
前
年
の
合
計
所
得

金
額
が
百　

万
円
以
下
の
方

２５

は
、
平
成　

年
度
・　

年
度
は

１８

１９

経
過
措
置
（
所
得
割
・
均
等
割

税
額
の
控
除
）
が
あ
り
ま
す

�
定
率
減
税
が
縮
小
さ
れ
ま

す
。
定
率
減
税
導
入
時
と
の
経

済
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
平

成　

年
度
か
ら
控
除
額
が
所
得

１８
割
額
の　

％
相
当
額
（
最
高
限

７．５

度
額
２
万
円
）
と
な
り
ま
す

�
平
成　

年
度
か
ら
妻
に
対
す

１８

る
均
等
割
の
軽
減
措
置
が
廃
止

さ
れ
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ

れ
ば
均
等
割
が
４
千
円
と
な
り

ま
す

�
国
民
年
金
保
険
料
に
係
る
社

会
保
険
料
控
除
の
適
用
に
つ
い

て
、
保
険
料
の
支
払
い
を
し
た

旨
を
証
す
る
書
類
を
、
所
得
税

確
定
申
告
書（
ま
た
は
市
民
税
・

都
民
税
申
告
書
）
に
添
付
な
ど

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
り
ま
し
た

　

税
務
署
へ
確
定
申
告
書

を
提
出
し
ま
し
た
が
、
市

役
所
へ
の
申
告
も
必
要
で
す
か
。

　

税
務
署
に
確
定
申
告

（
還
付
申
告
も
含
む
）
を

す
る
と
、
申
告
書
に
記
入
さ
れ

た
１
月
１
日
の
住
所
地
の
市
区

町
村
に
そ
の
資
料
が
送
ら
れ
る

た
め
、
あ
ら
た
め
て
市
役
所
に

申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。　

市
民
税
・
都
民
税
の
申

告
に
は
、
何
を
持
参
す
れ

ば
よ
い
の
で
す
か
。

　

▽
給
与
所
得
の
あ
る
方

は
、
平
成　

年
分
の
源
泉

１７

徴
収
票
、
ま
た
は
給
与
支
払
明

細
書
な
ど
収
入
の
わ
か
る
書
類

▽
給
与
以
外
の
所
得
の
あ
る
方

は
、
収
入
の
明
細
書
や
支
払
調

書
な
ど
所
得
の
わ
か
る
書
類

▽
公
的
年
金
所
得
の
あ
る
方

は
、
社
会
保
険
庁
な
ど
が
発
行

し
た
源
泉
徴
収
票
な
ど
収
入
の

わ
か
る
書
類

▽
生
命
保
険
料
・
損
害
保
険
料

の
控
除
証
明
書
（
年
末
調
整
用

と
し
て
す
で
に
勤
務
先
へ
提
出

し
て
い
る
方
は
不
要
）

▽
認
め
印

問
合
せ　

税
務
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
２

  
勤
務
期
間　

市
が
別
に
指
定
す

る
日

勤
務
時
間　

原
則
と
し
て
午
後

１
時
〜
６
時

募
集
人
数　
　

人
程
度

１０

 
勤
務
期
間　

３
月　

日
（
木
）・

２３

　

日
（
月
）
〜
４
月
５
日
（
水
）

２７の　

日
間（
原
則
と
し
て
土
曜
・

１０
日
曜
日
を
除
く
）

勤
務
時
間　

�
午
前
８
時　

分
３０

〜
午
後
１
時　

分
（
４
月
１
日

３０

は
勤
務
な
し
）

�
午
後
１
時
〜
６
時
（
４
月
１

日
の
み
午
後
４
時
〜
６
時
）

�
午
後
４
時
〜
６
時

募
集
人
数　

�
〜
�
い
ず
れ
も

　

人
程
度

２５
臨
時
職
員
募
集

学
童
ク
ラ
ブ

指

定

日

勤

務

�

�

�

�

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

春

休

み

勤

務

�

�

�

�

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
勤
務
期
間　

４
月
８
日
〜
９
月

　

日
の
土
曜
日

３０勤
務
時
間　

�
午
前
８
時　

分
３０

〜
午
後
１
時　

分
３０

�
午
後
１
時
〜
６
時
（
第
２
・

４
土
曜
日
の
み
）

募
集
人
数　

各　

人
程
度

４０

 
職
務
内
容　

市
立
小
学
校
に
併

設
し
て
い
る
学
童
ク
ラ
ブ
で
の

指
導
員
の
補
助
お
よ
び
小
学
校

低
学
年
児
童
の
保
育

応
募
資
格　
　

歳
以
上
（
高
校

１８

生
を
除
く
）の
健
康
な
方
で
、障

が
い
児
な
ど
に
理
解
の
あ
る
方

※
採
用
者
に
は
、
後
日
、
事
前

説
明
会
を
行
い
ま
す
。

賃　

金　

時
給
８
百　

円
９０

申
込
み　

履
歴
書
（
写
真
を
は

っ
た
も
の
）
を
問
合
せ
先
へ
本

人
が
持
参

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
３

土

曜

日

勤

務

�

�

�

�

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
共　

通
�
�

日
に
開
催
予
定
。
初
回
は
４
月

中
に
行
い
ま
す
。

報　

酬　

１
万
２
千
円（
日
額
）

申
込
み　

２
月　

日
（
火
）
ま

２８

で
（
必
着
）
に
、「
わ
た
し
が
考

え
る
情
報
公
開
と
個
人
情
報
保

護
」を
テ
ー
マ
に
し
た
作
文（
８

百
字
程
度
）
に
、
住
所
、
氏
名
、

性
別
、
職
業
、
電
話
番
号
を
記

入
の
う
え
、
問
合
せ
先
へ
（
送

付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
電
子
メ

ー
ル
可
）

※
選
考
は
選
考
審
査
会
で
行

い
、
結
果
を
３
月
末
ま
で
に
全

員
に
通
知
し
ま
す
。

※
応
募
原
稿
は
、
返
却
し
ま
せ

ん
。

問
合
せ　

総
務
課
（
〒　

�
８

１８７

７
０
１　

小
平
市
役
所
）
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
８
０
、
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
１
３
、
電
子

メ
ー
ルs

o
m
u
@
c
i
t
y
.
k
o
d
a
i

ra.lg.jp

　

そ
れ
ぞ
れ
、
傍
聴
が
で
き
ま

審
議
会
な
ど
の

審
議
会
な
ど
の

日

程

日

程

す
。
申
込
み
は
、
当
日
、
会
場

へ
。

�
第
５
回　

高
齢
者
保
健
福
祉

計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
検

討
委
員
会

と　

き　

２
月
７
日
（
火
）　

午
後
１
時　

分
か
ら

３０

と
こ
ろ　

健
康
福
祉
事
務
セ
ン

タ
ー
２
階
第
３
・
４
会
議
室

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
（
健

康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー
内
）
�

　

（
３
４
６
）
９
５
３
７

０４２�
小
平
市
立
学
校
給
食
共
同
調

理
場
運
営
委
員
会

と　

き　

２
月　

日
（
木
）　

１６

午
後
３
時
か
ら

と
こ
ろ　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

２
階
会
議
室

問
合
せ　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

�　

（
３
４
５
）
２
８
２
１

０４２

 　

小
平
市
育
英
資
金
は
、
経
済

的
理
由
に
よ
り
進
学
が
困
難
な

方
に
、
学
資
の
補
助
と
し
て
中

小
平
市
育
英
資
金
の

奨
学
生
を
募
集

学
校
卒
業
時
に
５
万
円
を
給
付

（
返
還
不
要
）す
る
制
度
で
す
。

対　

象　

申
請
時
に
保
護
者
と

と
も
に
市
内
に
在
住
し
て
い
る

公
立
中
学
３
年
生
で
、
次
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
方

�
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
が

困
難

�
中
学
校
３
年
間
の
学
習
成
績

の
平
均
が　

以
上

３．０

�
高
等
学
校
、高
等
専
門
学
校
、

盲
学
校
な
ど
の
高
等
部
、
ま
た

は
専
修
学
校
（
高
等
課
程
）
に

進
学
が
決
定

定　

員　
　

人
（
全
市
）

２４

※
申
請
が
定
員
を
上
回
る
場
合

は
、
経
済
状
況
お
よ
び
学
習
成

績
に
よ
り
審
査
の
う
え
、
決
定

し
ま
す
。

申
込
み　

３
月
３
日
（
金
）
ま

で
に
、
申
請
書
（
市
立
中
学
校

に
あ
り
ま
す
）
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
源
泉
徴
収
票
、

確
定
申
告
書
の
写
し
、
市
民
税

課
税
証
明
書
な
ど
の
所
得
を
証

明
す
る
書
類
を
添
付
し
、
市
内

の
通
学
し
て
い
る
学
校
へ
提
出

※
市
外
の
公
立
中
学
校
に
在
学

し
て
い
る
方
は
、
２
月　

日
２０

（
月
）
ま
で
に
、
事
前
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

学
務
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
７
０

 　

市
内
在
住
で
現
在
、
幼
児
を

私
立
幼
稚
園
（
幼
稚
園
類
似
施

設
を
含
む
）
に
通
園
さ
せ
て
い

る
保
護
者
に
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
補
助
金
を
申

１７

請
す
る
方
は
、
早
目
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法　

３
月　

日
（
水
）

１５

ま
で
に
、
所
定
の
書
類
を
問
合

せ
先
へ

※
前
期
分
の
申
請
お
よ
び
途
中

入
園
・
転
入
（
途
中
退
園
・
転

出
）
の
際
に
、
す
で
に
書
類
を

提
出
し
て
い
る
方
は
、
再
提
出

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

保
育
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
６
０
１

私
立
幼
稚
園
児
の

保
護
者
に
補
助
金

（
平
成　

年
度
分
）

１７
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市
民
税
・
都
民
税
申
告

土
曜
相
談
・
受
付

窓

口

を

開

設
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市
民
税
・
都
民
税

QQ

Q

QQ

Q

A

A

A

�
�
�
�
�
�
�

QA

市民税・都民税市民税・都民税
申告は市役所へ　申告は市役所へ

申告書は２月３日に発送しました
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